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はじめに

　感染症法とは，「感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する
法律」の通称であり，感染性が強く
生命および健康に重大な影響を与え
る感染症を指定し，その予防・まん
延防止について規定した法律であ
る．法律の対象とする感染症を感染
力や症状の重篤性に基づいて，一類
感染症から五類感染症に分類し，さ
らに指定感染症，新感染症について
定めている．伝染病予防法，性病予
防法，エイズ予防法（後天性免疫不
全症候群の予防に関する法律）を廃
止統合して平成10年に制定され，平
成11年に施行された．本稿では近年
の感染症法改正の概要，結核と鳥イ
ンフルエンザ（H5N1），新型インフ
ルエンザに関する改正の要点につい
て述べる．

近年の感染症法，感染症法施行規則
改正の概要

　感染症法は平成19年４月に改正が
行われ，この改正によって結核予防
法が廃止され，結核対策は改正され
た感染症法に基づいて総合的な対策
が実施されることとなった．結核は

二類感染症として規定され（表１），
届出期間が「診断後直ちに」となる
など，届出についての基準（届出時
期，届出対象等）が変更された．な
お，６月15日付で，届出基準及び届
出様式が一部改正となった．また，
重症急性呼吸器症候群（病原体がコ
ロナウイルス属 SARS コロナウイ
ルスであるものに限る）が一類感染
症から二類感染症に，コレラ，細菌
性赤痢，腸チフス，パラチフスが二
類感染症から三類感染症に変わった
（表１）．
　平成20年１月には感染症法施行規
則の一部改正が行われ，「麻しん」と
「風しん」が平成20年１月１日から
五類感染症のうち全数報告の対象と
なった．「麻しん」と「成人麻しん」
の区別がなくなり，「麻しん」に統一
された．

　さらに，平成20年５月に感染症法
が一部改正された．インフルエンザ
（H5N1）は，平成20年６月に指定感
染症の期間延長が終了することか
ら，この改正により，入院の勧告措
置等を行うことができる二類感染症
の疾病「鳥インフルエンザ（病原体
がインフルエンザウイルスＡ属イン
フルエンザＡウイルスであってその
血清亜型がH5N1であるものに限
る）」として分類された（表１，２）．
また，新型インフルエンザ及び再興
型インフルエンザについては，いず
れも国民の大多数が免疫を獲得して
いないことから，急速なまん延によ
り国民の健康に重大な影響を与える
おそれがあるため，「新型インフルエ
ンザ等感染症」という疾病類型が新
たに設けられた（表２）．
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表１　感染症法に基づく医師の届出（一類～三類感染症のみ抜粋）

類型 一類 二類 三類

疾病 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱

急性灰白髄炎
結核
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
鳥インフルエンザ（H5N1）

コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス

届出対象 患者，疑似症患者，
無症状病原体保有者

患者，疑似症患者，
無症状病原体保有者
(急性灰白髄炎、ジフテ
リアについては疑似症
患者を除く）

患者，無症状病原体保
有者

届出時期 診断後直ちに 診断後直ちに 診断後直ちに
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結核

　結核とは，結核菌群（Mycobacte-
rium tuberculosis complex，ただし
Mycobacterium bovis BCG を除く）
による感染症である．感染は主に気
道を介した飛沫核感染による．感染
源の大半は喀痰塗抹陽性の肺結核患
者であるが，ときに培養のみ陽性の
患者，まれに菌陰性の患者や肺外結
核患者が感染源になることもある．
感染後数週間から一生涯にわたり臨
床的に発病の可能性があるが，発病
するのは通常30％程度である．若い
患者の場合，発病に先立つ数ヶ月～
数年以内に結核患者と接触歴を有す
ることがある．感染後の発病のリス
クは感染後間もない時期（とくに１
年以内）に高く，年齢的には乳幼児
期，思春期に高い．また，特定の疾
患（糖尿病，慢性腎不全，エイズ，
じん肺等）を合併している者，胃切
除の既往歴を持つ者，免疫抑制薬（副
腎皮質ステロイド薬，TNFα阻害薬
等）治療中の者等においても高くな
る．多くの場合，最も一般的な侵入
門戸である肺の病変として発症する
（肺結核）が，肺外臓器にも起こり
うる．肺外罹患臓器として多いのは
胸膜，リンパ節，脊椎・その他の骨・
関節，腎・尿路生殖器，中枢神経系，
喉頭等であり，全身に播種した場合
には粟粒結核となる．肺結核の症状

は咳，喀痰，微熱が典型的とされて
おり，胸痛，呼吸困難，血痰，全身
倦怠感，食欲不振等を伴うこともあ
るが，初期には無症状のことも多い．
　届出の対象となるのは，患者（確
定例），無症状病原体保有者，疑似症
患者，感染症死亡者の死体，感染症
死亡疑い者の死体である．このうち
無症状病原体保有者に関しては，結
核医療を必要とすると認められる場
合（潜在性結核感染症）に限り，法
第12条第１項の規定による届出を直
ちに行わなければならないことに留
意する必要がある．すなわち，従来
の化学予防が，改正された感染症法
では「潜在性結核感染症の治療」と
位置付けられている．また，疑似症
患者も届出の対象となる．臨床的特
徴を有する者を診察した結果，症状
や所見から，結核の疑似症患者と診
断するに足る高度の蓋然性が認めら
れる場合には，届出を直ちに行わな
ければならない．なお，疑似症患者
の診断に当たっては，集団発生の状
況，疫学的関連性なども考慮し判断
する．
　結核の治療に関しては，平成20年
４月に日本結核病学会治療委員会に
よる「結核医療の基準」の見直しに
関する報告がなされた1)．改正され
た感染症法の下で，これまで以上に
質の高い結核医療が行われることを
めざしており，DOTS（Directly 

Observed Treatment, Shor t 
course，直接服薬確認短期化学療法）
の普及・発展といった最近の状況の
変化をふまえて，標準治療の見直し
とともに間欠療法2)について検討さ
れている．

鳥インフルエンザ（H5N1）と新型イ
ンフルエンザ

　新型インフルエンザとは，ヒトに
おいてこれまで流行したことがない
亜型のインフルエンザウイルスによ
る感染症をさす．ヒトに免疫がなく，
ワクチンもないことから，爆発的な
流行（パンデミック）と高病原性が
懸念されており，WHOをはじめ各
国でその対策，準備が進められてい
るところである．新型インフルエン
ザが必ずしもH5N1であるとは限ら
ないが，現在の鳥インフルエンザの
世界的な流行とヒトの感染例，死亡
例3)（図１）から，その可能性が最
も考えられている．
　鳥インフルエンザ（H5N1）と新型
インフルエンザの感染症法における
扱いは前述の通りであるが，特に新
型インフルエンザに関しては「新型
インフルエンザ等感染症」という疾
病類型を設けることにより，一類感
染症に準じた措置を可能としてい
る．わが国においては，新型インフ
ルエンザ対策確立の必要性が認識さ
れたのは平成16年頃である．鳥イン
フルエンザが各地で発生したことを
受けて，新型インフルエンザに関す
る知見や危険性に対する認識が次第
に深まり，平成19年３月には厚生労
働省の新型インフルエンザ専門家会
議が開催され，「新型インフルエンザ
ガイドライン（フェーズ４以降）」が
策定された．さらに，平成19年10月，
新型インフルエンザが発生した場合
に総理大臣をトップとする対策本部
を設置するための閣議決定が行わ
れ，新型インフルエンザが国家の危

表２　新型インフルエンザ等感染症及び鳥インフルエンザ（Ｈ5Ｎ1）患者の届出

（新） （旧）

新型インフルエンザ等
感染症　　　　　　　

鳥インフルエンザ
（H5N1）

インフルエンザ
（H5N1）

根拠法令 感染症法　第12条 感染症法　第12条 定める政令
類型 新設 二類 指定感染症
届出対象 患者，疑似症患者，

無症状病原体保有者
患者，疑似症患者，
無症状病原体保有者

患者，疑似症患者

届出時期 診断後直ちに 診断後直ちに 診断後直ちに
届出先 最寄の保健所 最寄の保健所 最寄の保健所

新型インフルエンザ等感染症の届出基準・届出様式は未定
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機管理の問題であることが明確化さ
れた（新型インフルエンザ対策行動
計画）4)．平成20年11月からはこの新
型インフルエンザ対策行動計画を見
直し，既存の各種ガイドラインを「新
型インフルエンザ対策ガイドライ
ン」として整理・体系化する作業が
行われている．

おわりに

　生活環境の改善，抗菌薬やワクチ
ンの開発など医学の進歩によって，
赤痢やコレラといった感染症は著し
く減少したものの，ここ30～40年間
でエボラ出血熱，エイズなど数十種
類の新たな感染症（新興感染症）が

出現し，平成８年には日本でも腸管
出血性大腸菌O157による全国的な
集団発生が起こった．そして今，新
型インフルエンザ対策が世界的な重
要課題となっている．海外旅行者の
増加や輸入生鮮魚介類の増加と相俟
って，これまで経験したことのない
感染症や近い将来制圧されると考え
られていた感染症が再び流行するな
ど，いわゆる新興・再興感染症に対
して，感染症法の果たす役割は大き
く，国際的な整合性に留意しつつ，
随時見直されることが求められる．
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トルコ
人の発症者12人

（うち死亡者４人）

エジプト
人の発症者52人

（うち死亡者23人）

ナイジェリア
人の発症者１人

（うち死亡者１人）

パキスタン
人の発症者３人

（うち死亡者１人）

ミャンマー
人の発症者１人

（うち死亡者０人）

タイ
人の発症者25人

（うち死亡者17人）

カンボジア
人の発症者８人

（うち死亡者７人）

インドネシア
人の発症者139人

（うち死亡者113人）

ベトナム
人の発症者107人
（うち死亡者52人）

ラオス
人の発症者２人

（うち死亡者２人）

中国
人の発症者34人

（うち死亡者22人）

日本
2004.1～2：山口，大分，京都(家きん)
2007.1～2：宮崎，岡山(家きん) 　　
2008.4～5：青森，秋田，北海道(野鳥)

ジブチ
人の発症者１人

（うち死亡者０人）

バングラデシュ
人の発症者１人

（うち死亡者０人）

イラク
人の発症者３人

（うち死亡者２人）

アゼルバイジャン
人の発症者８人

（うち死亡者５人）

注１)上図の他，人への感染事例として
　1997年香港(H5N1　18名感染，６人死亡）
　1999年香港(H9N2　２名感染，死亡なし)
　2003年香港(H5N1　２名感染，１人死亡)
　2003年オランダ(H7N7　89名感染，１人死亡)
　2004年カナダ(H7N3　２名感染，死亡なし)
　2007年英国(H7N2　４名感染，死亡なし)等がある．

注２)上図のうち，モンゴル，イタリア，ブルガリア，スロベニア，
ギリシャ，オーストリア，スロバキア，スイス，スウェーデン，
ボスニアヘルツェゴビナ，スペインは野鳥からの検出．

：家きん等におけるH5N1の発生国
：発生国のうち人での発症が認められた国

参考：WHOの確認している発症者数は
　　計397人(うち死亡249人)．

出典：WHO・OIEホームページ

2009年１月19日現在
(2009.1.20更新資料)

厚生労働省健康局結核感染症課

図１　鳥インフルエンザ（H5N1）発生国及び人での発症事例（2003年11月以降）
（WHO・各国政府の正式な公表に基づく）




